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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 

の公布について（通知） 

 

 

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令（令

和８年政令第22号）が本日公布され、第１条による改正後の国民健康保険の国庫

負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号。以下「改正政令」という。）

が本日から施行される。改正政令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御

了知の上、貴都道府県内保険者への周知及び適切な運用について遺漏なきようお

願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨・内容 

１ 国民健康保険組合に対して国が負担する事務費負担金（介護納付金の納付

に係るものを除く。）の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を 669 円

から 683 円に改定すること。（第１条関係） 

 

第２ 施行期日 

公布日（令和８年３月６日。令和７年度分の負担金から適用する。） 


